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特　集

日本におけるハームリダクション
―アディクション概念の広がりと啓発・予防・治療への応用―

ハームリダクションの広がりについて
―物質使用障害治療への応用―

齋藤　利和1），宮田　久嗣2），高野　歩3）

　ハームリダクションとは，合法・違法にかかわらず，精神作用薬物について，必ずしも

その使用量は減ることがなくとも，その使用により生じる社会・健康上の悪影響を減少さ

せることを主たる目的とする公衆衛生上の政策・プログラム実践とされている．この実践

は，ヘロインや他の薬物使用における注射針の回し打ちを減らすことによって，ヒト免疫

不全ウイルス（HIV）などの感染症の拡大を防ぐことを目的に始まった．その後，依存症

にかかわる臨床家によって治療法への応用が始まった．無論，ハームリダクションは医療

と一体ではない．しかしながら，近年，医療手段としてのハームリダクションが試みられ

つつある．わが国でもみられるアルコール依存症への応用はその1例である．さらに，

ハームリダクションは他の薬物依存にも応用されつつある．1971年，米国は薬物犯罪の

取り締まりと厳罰化政策を開始し，「薬物戦争」に突入した．この結果，皮肉なことに薬物

消費量や関連犯罪は逆に増え，過剰摂取による死亡者，HIV感染症者などが激増した．そ

れから長い時を経て2011年，各国の元首脳などからなる薬物政策国際委員会は「薬物戦

争」は完全に失敗であったと宣言し，薬物使用者に対して刑罰ではなく，医療と福祉的支

援を提供するよう求めた．こうしたハームリダクションの理念から，海外では薬物使用者

に対して注射器交換プログラム，オピオイド代替療法，薬物使用ルームの設置，薬物使用

の非犯罪化などのさまざまな実践がなされている．しかし，わが国では違法薬物の使用者

数が比較的少ないこともあって「厳罰主義」を維持し，これらのハームリダクションの実

践は試みられていない．司法的介入のみでは不法な薬物使用が減らないことはしばしば指

摘されてきた．害を低減して健康を維持向上することが優先され，薬物使用者が必要な支

援と人権を保障されるハームリダクションアプローチの原則に沿った医療がいま，わが国

においても求められていると思われる．

索引用語	 物質使用障害，物質乱用，精神作用物質，ハームリダクション，非寛容・厳罰主義
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は　じ　め　に

　本稿は，2022年 6月 17日に開催された第 118回日本精

神神経学会学術総会において，日本アルコール・アディク

ション医学会ハームリダクション特別委員会企画によるシ

ンポジウム「日本におけるハームリダクション―アディク

ション概念の広がりと啓発・予防・治療への応用―」の内

容を紹介することが目的である．

　ハームリダクション特別委員会は，日本アルコール・ア

ディクション医学会のなかに設立された委員会であり，設

立の目的としては，ハームリダクションの概念とその実施

例を検討し，わが国における各種の依存症治療に応用でき

るかどうかについて検討することにある．

　設立の経緯には，以下に示すようないくつかの課題が関

係していた．まず，数年前に『統合型リゾート（IR）推進

法』成立の過程で，カジノ開設に伴うギャンブル依存が問

題になった．しかし，それを話し合う会議に依存症の専門

家がほとんど参加を依頼されていなかった．また，わが国

では，アルコール性臓器障害の分野では「ハームリダク

ション＝減酒療法」とみなされるなど解釈に誤解がみられ

る．加えて，ハームリダクションを薬物汚染が深刻で取り

締まりができなくなったため採用された政策ととらえてい

る向きがあるなど，ハームリダクションの概念が必ずしも

正しく理解されていない状況にある．このため，ハームリ

ダクションの概念と諸外国における実践例を検討し，わが

国における政策，医療実践としてのハームリダクションを

検討する必要があると考えたことが，同特別委員会設立の

経緯である．

Ⅰ．ハームリダクションとは

　ハームリダクションとは，合法・違法にかかわらず，精

神作用薬物について，必ずしもその使用量は減ることがな

くとも，その使用により生じる健康・社会上の悪影響を減

少させることを主たる目的とする政策・プログラム実践を

いう．「ハーム」とは精神作用物質使用による害を指し，リ

ダクションとは精神作用物質使用そのものの使用量を減少

させることではなく，害を減らすことを指す6,11）．

　近年，海外ではハームリダクションの考え方をアルコー

ル・薬物使用障害の治療・回復に応用しようとする動きが

みられる2,3）．日本においても，アルコール・薬物依存症の

治療・回復に応用しようとする試みがなされている8,14）．

これまでのアルコール・薬物使用障害・依存症の治療プロ

グラムは断酒・断薬を目的にしてきた．すなわち，医療機

関での集団精神療法を中心とした各種ミーティング，認知

行動療法をはじめとした精神療法も断酒・断薬が目標で

あった．アルコホーリクス・アノニマス（Alcoholics 

Anonymous：AA），断酒会，ナルコティクスアノニマス

（Narcotics Anonymous：NA）などの自助グループも断

酒・断薬を目的としてかかげてきた．

　しかしながら，これらのプログラムは断酒・断薬を目的

としない患者には適さない．実際には「断酒・断薬をめざ

さないならば治療できない」と言われ，医療の外に追いや

られる患者も少なくなかった．これまでの多くの患者は，

社会生活・家庭生活を失った重症の患者群であり，断酒・

断薬を勧めることは間違いとはいえない．一方で，アル

コール依存症についていえば，現在，軽症のアルコール依

存症者が増えている．その患者に一律に断酒を絶対的な目

標とすることには疑問をもたざるをえない．重症患者の治

療目標は原則として断酒であるが，しかし，それを受け入

れなければ治療できないというのは「治療拒否」ではない

かとも思える．軽症者の診療にあたっては，患者の選択を

尊重し，重篤な精神・身体疾患や重大な社会生活障害（暴

力や飲酒運転など）のない場合には患者の希望によって

は，減酒を治療目標とすることもある12,13）．断酒にとらわ

れず患者との治療関係を重視し，柔軟に患者の生きづらさ

を援助することも必要である．成瀬9,10）はハームリダク

ションに基づく患者中心の医療の重要さについて述べ，

「何よりも人間的な支援を受ける権利が彼ら（患者）にも

保証されなくてはならないはずである」と強調している．

国際ハームリダクション協会も人権尊重はハームリダク

ションの柱の 1つとしている6）．同協会は「ドラッグを使

うことで人権を失うことにはならない」として「これまで

の多くの政策や実践は意図的に，または意図せずにドラッ

グ使用者に対するリスクやダメージを生み，増悪させてい

る．それには，ドラッグ使用の犯罪化，差別，警察の虐待

的・腐敗的な取り締まり，拘束的・懲罰的な法律や政策，

救命医療やハームリダクションサービスへの拒絶，社会的

不平，ドラッグ使用者の社会的孤立などを生む」ことを指

摘し，「ドラッグ使用者に対して基本的人権を尊重・保護

するような認識を押し広める必要がある．ダメージを最大

化する政策や実践に反対し行動する」と述べている．

　薬物乱用および薬物依存へのハームリダクションは，当
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事者による注射器の使い回しによって生じるヒト免疫不全

ウイルス（human immunodeficiency virus：HIV）感染を

防止するための静脈注射使用者に対する注射針・注射器交

換プログラムで始まった．その後，政府の支援を受け，薬

物使用救命キットの配布，薬物使用室の設置，薬物政策へ

と発展していく．この実践は，ヘロインや他の薬物使用に

おける注射針・注射器の回し打ちや再利用を減らすことに

よって，HIVや C型肝炎などの感染症の拡大，薬物の過剰

摂取による死亡を防ぐことに貢献している．こうした政策

の目的はドラッグを継続して使用することで生じるリスク

や，自分自身または他人にダメージを与えるリスクを最小

限にするサポートの選択肢を，ドラッグを使用する人に提

供することであるといえる19）．

Ⅱ．薬物の規制強化とハームリダクション

　国際的な薬物規制の取り組みは国際連合（国連）主導で

行われた．1971年には，amphetamine類などの中枢神経

興奮薬や barbiturates，benzodiazepineなどの鎮静催眠薬，

LSDやMDMAといった幻覚剤を対象とした『向精神薬に

関する条約』が，そして 1988年には，『麻薬及び向精神薬

の不正取引の防止に関する国際連合条約』がそれぞれ採択

された．いずれの条約にも，日本を含めた 180ヵ国以上が

批准しており，わが国の薬物規制法はすべてこうした条約

を根拠としている4,7,8,16）．

　1971年，米国のニクソン大統領は大規模な薬物禁止政

策を実施し，薬物犯罪の取り締まり強化と厳罰化を遂行す

る「薬物戦争（War on Drugs）」に突入した．薬物乱用を

「公の敵のナンバーワン」と宣言し，この政策に莫大な予

算が投入された5）．

　『麻薬に関する単一条約』の公布から 50年が経過した

2011年，各国の元首脳や学識経験者を中心に組織された

薬物政策国際委員会（Global Commission on Drug Poli-

cy）は，過去 50年間の厳罰政策の効果を評価した．その

結果，厳罰政策が完全に失敗であったことを宣言した5）．

すなわち，50年間，違法な薬物の消費量は増大し，刑務所

は薬物事犯者で溢れかえった．

　こうして薬物事犯者は徹底的に取り締まられたが，この

結果，皮肉なことに薬物消費量や関連犯罪は逆に増え，薬

物使用者は治療や地域における保健福祉的支援から疎外さ

れているために，薬物使用者における新規HIV感染者や，

薬物過量摂取による死亡者も増加の一途をたどっていっ

た．それに加えて，薬物の規制強化は，かえって密売組織

に膨大な利益をもたらした．その結果，薬物密売市場は対

策が打てないほどに組織が巨大化した．こうしたことから

薬物政策国際委員会は各国に薬物政策の見直しを提言し

た5）．

　2013年，国連は，「法の支配は薬物問題解決手段の一部

でしかなく刑罰は決して万能の解決策ではない」こと，

「健康被害や刑務所服役者を減らすという目標に沿って，

人権や公衆衛生の保護，また科学に基づく予防と治療の手

段が必要」であるとの声明を出した17）．2016年 4月，国連

麻薬特別総会は「麻薬のない世界の実現」という目標

（1998年総会）を撤回し，本来，健康と福祉の向上のため

になされるべき薬物規制が，薬物使用者を孤立させ，社会

的スティグマを強化しているとし，「今日，国際的には薬物

問題は司法問題でなく支援を必要とする健康問題である」

との声明を出した18）．このころから国際的には薬物使用に

対する厳罰政策からハームリダクションへと大きく舵を切

り始める．

Ⅲ．世界の薬物使用に対する非犯罪化と	
ハームリダクション

　上述したように，海外では薬物使用に対する厳罰化政策

からハームリダクションへと大きく舵を切っている．2014

年，世界保健機関（World Health Organization：WHO）

は，HIV感染予防・治療ガイドラインにおいて，規制薬物

使用を非犯罪化して受刑者を減らすよう求め，薬物使用者

に適切な治療および清潔な注射針と注射器を提供できる体

制を整えることを提案した．こうした，ハームリダクショ

ンの有効性は科学的に実証されており，2016年までに注

射器交換プログラムは 90ヵ国，オピオイド代替療法は

80ヵ国で導入されている14）．注射器交換プログラムは単

に注射器だけを配るのではなく，その他の衛生材料，薬物

使用のための道具も併せて配布していることが多く，通

常，使用済み注射器の回収ボックスも設置されている．

　このほか，薬物使用ルームを設置している国もみられ

る．これは管理下で安全に薬物使用できる場を提供するだ

けではなく，医療者やピアによる助言，カウンセリングが

行われていることもある．オピオイド代替療法としてナロ

キソン配布プログラムをもっている国もみられる14）．注射

器，消毒綿，コンドームなどとともに，薬物依存関連問題

からの回復のための社会資源の情報が箱詰めされたハーム
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リダクションボックスの配布をしている国もある．また，

ポルトガルにおいては，薬物使用者に対して就労支援サー

ビスも行われている2,8）．表に各国におけるハームリダク

ションの実践例を示した8）．

　わが国ではこうしたサービスは行われていない．わが国

では違法薬物の使用者数が比較的少なく，厳罰政策を維持

しているためにハームリダクションに対する関心は低い．

外国では最近目立っている薬物使用の非犯罪化もわが国で

は行われていない．表にある非犯罪化とは，従来は違法か

つ罰則が設けられていたものを，違法ではあるけれども刑

罰は設けないという形に法律を変更することである．これ

まで，ヨーロッパの複数の国で薬物使用の非犯罪化がなさ

れている．2020年 12月 4日，米国下院はマリファナを非

犯罪化するマリファナ改革法案である『マリファナ機会再

投資及び抹消法』（MORE法としても知られる）を可決，

しかし，上院での審議は行われなかった．2020年 12月の

時点で，米国オレゴン州はすべての薬物を非犯罪化した．

今後，米国の複数の州では大麻も成人使用法が投票にかけ

られる予定である1）．

　2022年 10月 6日，米国のバイデン大統領は大麻使用に

関する声明を公表し，そのなかで「現在，連邦レベルでは，

マリファナ使用や所持は重罪であるが，マリファナに対す

るこれまでの懲罰的アプローチは誤っており，改めるべき

である．マリファナ所持で有罪判決を受けた人たちに恩赦

を発表する．すべての州知事に対して，同様の措置を執る

よう強く求める．規制物質法におけるマリファナの位置づ

けを見直す．米国におけるマリファナ規制が変更されて

も，未成年保護などに対する重要な制限は維持されるべき

だ．マリファナに対する政府のアプローチが失敗したため

に，あまりにも多くの命が失われた．今こそこれを正すと

きがきた」と述べている1）．わが国では大麻の合法化，非

犯罪化についての国会，政府の動きはないが，現在，その

ことについての市民レベルでの論議が始まっている．

Ⅳ．わが国におけるハームリダクションの可能性

　わが国では，2016年 6月から『薬物使用等の罪を犯した

者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律』に基づき，

刑の一部執行猶予制度などが始まった．薬物使用などの再

犯率が高いことから，薬物依存を改善するために，刑務所

での処遇ではなく，社会内において更生支援団体や病院な

どの協力を受けながら更生を図っていこうという目的で制

定された法律である．この制度は厳罰主義を頑なに押し通

してきたわが国の政策を考えると一歩前進である．

　しかしながら，日本の政策の基本は依然として「ダメ。

ゼッタイ。」に象徴されるような規制政策であり，ハーム

リダクションに転換しているとはいえない．松本はハーム

リダクションが決して薬物汚染が深刻な国の「苦肉の策」

ではなく，むしろそれは，厳罰政策の限界から出発した効

果的な公衆衛生政策と支援実践の理念であることを指摘

し，そして何よりも「ハームリダクションは，薬物使用者

の人権を尊重し，厳罰政策によって支援から疎外された人

間を孤立から救い出すための倫理的実践である」と述べて

いる8）．

　したがって，比較的違法薬物使用者が少ないわが国にお

いても実情に即したハームリダクションの実践を考えなけ

ればならない．前述したように，わが国においては諸外国

で実施されているような注射針・注射器交換，薬物使用

ルーム，オピオイド代替療法，薬事犯の非犯罪化などの

ハームリダクションは実施されていない．今後，海外で行

われている実践がわが国の薬物使用の実情に照らして，取

り入れるべきであるか否かを検証していくべきであると思
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表　各国におけるハームリダクションの実践例

注射器（針）交換 薬物使用ルーム オピオイド代替療法 薬物使用の非犯罪化 HRボックス＊

スイス ○ ○ ○ ○
オーストラリア ○ ○ ○ ○ ○
カナダ ○ ○ ○ ○
ポルトガル ○ ○ ○ ○
マレーシア ○ ○
台湾 ○ ○

＊�ハームリダクション（HR）ボックス：注射器，消毒綿，コンドーム，薬物依存からの回復のための社会資源の情
報などが箱詰めされたもの．

（文献 8を一部改変）
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われる．

　また，相談事業を行うこともハームリダクションの 1つ

と考えることができる．薬物使用時を含む健康問題への相

談は医療機関で行っていることもあるが，仕事や子育てな

ど生活上のさまざまの事柄に対しての支援も含めて，将来

は保健所などの公共機関で行われることが期待される．

　予防教育も学校などで始まっている．しかし，現状の望

まない・安全でない性行為，飲酒運転などに対しても「ダ

メ。ゼッタイ。」理念に基づく非寛容教育は有効ではない

という研究結果もある．飲酒の教育も学校でなされてはい

るが，一方で多くの人が 10歳代で飲酒を始める．多くの

若者は飲酒するという前提のもと，飲酒に起因するハーム

に関する現実的で実効性のある教育が必要ではないだろう

か．

　ハームリダクションの理念を個別支援の場で応用したも

のが，harm reduction psychotherapy（HRP）である15）．

HRPは，患者の尊厳を重んじ，その個人的嗜好を否定せず

に強みを信じ，患者の動機づけの程度に合わせたかかわり

を重視する個別支援の理念であり，その特徴は，最大の

ハームは治療関係の中断であると捉える点にある．成瀬は

依存症治療のコツを 1つ挙げるとすれば，それは「やめさ

せようとしないことである」と述べている9,10）．さらに成

瀬は，ハームリダクションが，「無理にやめさせようとしな

いため信頼関係を築きやすいこと」，そして「スティグマ

を軽減し人権に配慮した支援を提供できること」の 2点に

おいて有効であるとしている9,10）．こうした患者との関係

に配慮したハームリダクションを基礎においた姿勢はわが

国においてもますます求められていると思われる．

お　わ　り　に

　依存症患者は生きづらさをもち，社会や支援者，自身の

スティグマにより，さらに傷つき生きづらさを深めてき

た．スティグマを助長する厳罰主義を脱し，人と人を信頼

でつなぎエンパワメントする人道的な支援のあり方が，現

在わが国でも実行できるハームリダクションアプローチと

して考えられなくてはならないのではないだろうか．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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　　Harm reduction refers to public health policies, programs and practices that aim to mini-

mize the negative social and/or health associated with psychoactive substance use, both legal 

and illegal, without decreasing its use. This idea originated from practices with the goal to pre-

vent the spread of human immunodeficiency of virus（HIV）and other infectious diseases by 

reducing needle reuse in heroin and other drug use. Consequently, this practice was applied to 

addiction treatment by clinicians. Obviously, harm reduction does not always agree with medi-

cal practice. However, it has recently, been started to be used as a treatment tool for alcohol use 

disorder. Furthermore, harm reduction is gradually being applied to the treatment of other sub-

stance addiction.

　　In 1971, the president of the United States declared“War on Drugs”which was a severe 

punishment policy on using illegal drugs. Ironically,“War on Drugs”resulted in the increase in 

amount of drug use and drug related crimes, As a result, the number of deaths due to overdose 

and the number HIV infections increased drastically. In 2011, the Global Commission on Drug 

Policy, which consisted of former leaders of several nations, evaluated drug policies of the last 

5 decades. It declared that“War on Drugs”was a complete maladministration and advised 

each state not to impose punishment on drug users, but to offer them treatment and welfare ser-

vice support. From such principles of harm reduction, several programs and practices for drug 

users in each country have been imposed, including needle and syringe exchange programs, 

medication assistance treatment, operation of drug consumption rooms, and decriminalization 

of illegal drug use. Japan in contrast, due to the relatively low number of illegal drug‒users, has 

kept the“zero tolerance/heavy‒penalty policy”against illegal drugs, while programs and ser-

vices based on harm reduction are inactive. It has been pointed out that the number of illegal 

drug users is difficult to decrease by only judicial intervention. Like the rest of the world treat-
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ment in accordance to the principles of harm reduction approach, which prioritizes to minimize 

harm to maintain and improve health as well as to respect human rights and to grantee the nec-

essary support of drug users, is now required in our country.
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